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１．適用の範囲 

【解説】 

本要領は、北九州市都市整備局が管理するシェッド、大型カルバート等の定期点検

に適用する。なお、本要領は、定期点検に関して標準的な内容や現時点の知見で予見

できる注意事項等について規定したものである。一方、シェッド、大型カルバート等

の状況は、シェッド、大型カルバート等の施設の構造形式、交通量、供用年数及び周

辺環境等によって千差万別である。このため、実際の点検にあたっては、本要領に基

づき、個々のシェッド、大型カルバート等の施設の状況に応じて定期点検の目的が達

成されるよう、充分な検討を行う必要がある。 

 

シェッド、大型カルバート等とは、ロックシェッド、スノーシェッド、大型カルバ

ートのほか、スノーシェルターを示す。 

 

大型カルバートは、内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のカルバートを想

定している。なお、大型カルバートとして位置付けられる施設については、道路橋定

期点検要領が適用される溝橋としては扱わない。 

 

２．定期点検の目的 

 本要領は、道路法の道路におけるロックシェッド、スノーシェッド、大型カル

バート等（以下「シェッド、大型カルバート等」という。）のうち、北九州市都市

整備局が管理するシェッド、大型カルバート等の定期点検に適用する。 

(1)定期点検は、利用者への被害の回避、道路の長期にわたる機能不全の回避、長

寿命化への時宜を得た対応などのシェッド、大型カルバート等の施設に係る維

持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に実施する。 

(2)定期点検では、近接目視を基本とした状態の把握と次回定期点検までの措置方

針の参考とするための対策区分の判定を行う。また、省令や告示（以下、「法

令」という。）で求められるシェッド、大型カルバート等の施設毎の健全性の

診断、並びに、その参考にするための部材単位の健全性の診断を行う。 

(3)定期点検では(2)に加えて、将来の維持管理の参考となり、かつ将来に向けた

維持管理計画の策定や見直しに用いるため、変状程度の評価、外観性状の記録

を行う。 

定期点検に関連する維持管理の標準的なフローは、図―２．１に示すとおり

とする。  
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